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３．組織・マネジメント、人事管理

岩 手 県岩 手 県

○ 取 組 の 概 要○ 取 組 の 概 要

○ 岩 手 県 の 概 要○ 岩 手 県 の 概 要

地方分権型社会の確率を目指し、県と市町村との新たな役割分担や市町

村の行財政基盤の強化を踏まえ、県の総合出先機関である地方振興局の機

能と配置について見直しを検討中。

出先機関の見直し

 岩手県の概要

県庁所在地

●岩手県盛岡市内丸10-1

人口

●1,396,637人

※H17.3.31現在（住民基本台帳人口）
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３．組織・マネジメント、人事管理

○ 取 組 に つ い て○ 取 組 に つ い て

１．取組の背景

岩手県では、地方振興局への出先機関の統合を昭和 年に実施し、これまで61
本庁から地方振興局への大幅な権限委譲も実施している。現在、地方振興局が

担っている住民に身近な総合サービスセンター的な役割は、今後、市町村への

権限移譲に伴って縮小していき、地方振興局はより広い地域での広域行政を担

い、産業振興など地域経営の拠点となっていくことが想定されている。

２．取組の具体的内容

岩手県においては、今後の市町村の在り方も見極めながら、今後の地方振興

局の在り方が検討されている。

現 在

昭和61年 (将来の在り方を検討)

具体的には、地方振興局に関して、近年、以下のような取組み・検討を実施

している。

■平成15年度における組織体制の主な見直し

地方振興局については、昭和 年度に設置して以来、遂時、総合事務所と61
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しての機能の強化を図ってきたところであるが、この間、地方分権の進展や経

済社会情勢の変化等、地方振興局を取り巻く環境は大きく変化した。特に住民

自治確立の観点から、住民に身近な自治体である市町村による行政展開が求め

られている折、地域における県政の拠点機関である地方振興局の果たすべき役

割を見直すと共に、各地域の実情も踏まえた上で内部組織全般の見直しを行う

こととした。平成 年度における各地方振興局共通の見直し点は、下記のと15
おりである。

○ 組織・定数調整権限等の移譲

．局長の判断で配置できる定数を付与1
→ 振興局の個別課題へのより重点的な取組みの実現

．局内の人員再配置を行う権限（兼任、兼務の発令）を局長に付与2
→ 課題等への機動的・柔軟な対応の実現

．課長等に専決権を与える権限を局長に付与3
→ 行政サービスの迅速な提供を実現

○ 企画総務部、税務部、保健福祉環境部

．課の組織を局長の判断のみで編成できる権限を付与1
→ 現場主義の徹底による、確実・迅速・効率的な事務処理体制の確保

○ 企画総務部

．企画立案機能の強化1
部長業務を軽減し、企画立案への専念化1)

※ ※：地域名は振興局名① 管理主幹を設置（盛岡・水沢・宮古）

② 税務室を設置（一関・大船渡・釜石・久慈・二戸）

企画外業務の整理2)
① 産業保安業務の専任化

② 砂利採石業務の移管

．会計業務の効率化2
．出納監を局外に独立させ、審査機能を明確化3

○ 保健福祉環境局

．廃棄物対策関係1
→ 権限等を保健所長権限から振興局長権限に移し、より振興局一体となった

総合的な施策展開を推進

．砂利採石業務を企画総務部から移管し、環境関係施策の一元的な取組みを確保2

○ 農林水産部門
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．農村整備事務所を部内室に再編し、農政部門の一体化・連携強化を推進1
．農業改良部門を振興局の恒常的組織として再編し、農政部門と農改部門の連2

携強化を推進

．振興局勤務の家畜保健衛生所職員を原則として振興局に移管し、畜産振興体3
制を強化

○ 土木部

．住民に分かりやすい組織とするため、ナンバー名称（ 工務第一課」等）を解消1 「

（以上 「平成 年度における主な組織体制の見直しについて」、 15
総務部人事課 年 月、定例記者会見資料 より）(2003 1 )

平成１６年度における組織体制の主な見直し■

①特命課長の設置

市町村の合併支援や地場産業の振興などの地方振興局毎の重点課題への機動

的な対応を図るため、特命課長を配置した。

②農林水産部、土木部門の課の組織を局長の判断で編成できる権限を付与

③企画総務部

職員体制のスリム化を図りつつ、会計事務の適正化を図るため、管理主幹を

（ 、 、 、 、 、 、 、 ） 、設置 花巻 北上 一関 千厩 大船渡 遠野 釜石 宮古 するとともに

出納監の駐在制度を廃止した。

■「岩手県行財政構造改革プログラム ～自立した地域社会の形成に向けて～」

（平成15年10月）による取組み

上記のような地方振興局の内部組織の見直しに加えて、岩手県行財政改革プ

ログラムに沿って、以下のような取組みも行われている。

（４）市町村の自立このプログラムの中で、地域振興局の在り方については、

への支援 （５）（地方振興局業務の市町村への包括的移譲）と、それを踏まえた

（ ） 、 、地方振興局の業務完結性の向上 12 2地方振興局の再編 という つの観点から

取り上げられている （下記の つの図表を参照）。 2



- 5 -

（ 、「 」以上 岩手県行財政構造改革プログラム～自立した地域社会の形成に向けて～

平成 年 月より）( 15 10

３．取組にかかる事業費

。特になし

４．取組の体制

岩手県における地方振興局の再編については、総合政策室経営評価課が中心

となってプロジェクトチームを設置して他部局と連携を図りながら、全庁的に

検討を進めている。
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５．取組の成果

、 、平成 年に発表されたプログラムの その後の 年度の取組み実績を踏まえ15 2
現段階では、地方振興局の在り方の見直しに関して、以下のような成果があげ

られている。

（４）市町村の自立への支援

・ 合併市町村への移譲事務パターン及び事務移譲手続きについて の作成 平「 」 （

成 年 月）16 1
16・市町村合併に伴う県事務の移譲要望調査（合併協設置市町村対象、平成

年 月、 月）2 8
・事務移譲（平成 年度 事務、平成 年度 事務）…局所管以外も含む15 :29 16 :9
・ 県事務の市町村への移譲指針」策定（平成 年 月）「 17 4

（５）地方振興局の業務完結性の向上

・広域生活圏の見直し素案公表 （平成 年 月）17 6
・ 地方振興局の見直し素案公表 （平成 年 月）12 17 6
（下記の つの図表も参照のこと）2
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６．今後の課題

地方振興局の今後の在り方の見直しに関して、以下のような課題がある。

市町村自立への支援

○ 合併特例法の期限（平成 年 月 日までに合併申請）までに合併を申17 3 31
請した市町村では、事務の移譲まで検討が及んでいなかったが、市町村の

意向に応じた事務の以上を具体的に進めるため、研究会を設置して検討を

開始した。

地方振興局の業務完結性の向上

○ 地域の課題は地域で解決できるよう本庁から地方振興局に権限、人、予算

を委譲し、地域経営の戦略拠点としての機能を担う方向で具体的検討を進

める必要がある。


